
 5.2 別紙2　現行業務のイメージ

記録作成＝各情報入力、印刷後
トップ画面に戻り次の項目へ画面遷移

※各記録は、システムに入力後、プリントアウトしそれぞれ
各児童のカルテに綴って、決裁に回す。（紙でも管理）

アセスメント・援助方針会議

記録の取りまとめと決裁

相談受付・受理会議

面接・調査

・継続指導

・児童福祉司指導

・一時保護

・施設入所

・里親委託

・助言指導

・終結

・転出

・移管

ケースの進行管理・援助の実施

相談・送致・虐待通告

負担金決定

国へ統計報告

関係機関への援助依頼等 療育手帳障害程度の認定

フェースシート

援助方針会議
提出様式

負担金
決定通知

里親認定希望者の調査

負担金
調書

は、出力帳票

自立支援計画の策定

債権管理
督促状

会議結果

担当係長

所 長

児童指導員

児童福祉司

保護記録

現行システム

家族状況
生育歴

生育史
現況

社会生活能力

社会診断

社会診断

経過情報

経過記録

心理診断

判定記録

参事・主任専門員

児童データ

個別メ
ニュー
選択

児童心理司

一時保護

児童記録

援助依頼書
決定通知

移管通知

受診券

は、各担当による出力帳票

統計担当職員が入力

データベースソフト「桐」
による独自システム

子ども家庭支援課への統計報告

共通事務端末

共通事務端末

福祉行政報告例
入所決定通知書

県統計資料

共通事務端末

各子ども家庭センター

県統合サーバ基盤

共通事務端末

共通事務端末

共通事務端末

自立支援計画票

共通事務端末

・入力出力作業の煩雑化による業務負担増
・システム構造が複雑化しデータが十分活用できない
・現行システム以外の利用による業務効率の低下
・複数のパソコンでの作業による保有データの分散化
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